










受
験

者
へ

の
諸

注
意

１
一
般
入
試
の
受
験
者
（
第
二
部
商
経
学
科
を
除
く
）
は
，
こ
の
受
験

票
の
ほ
か
に
，
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
受
験
票
を
持
参
す
る
こ
と
。

２
受
験
者
は
，

敢
受
験
票
を
紛
失
ま
た
は
忘
れ
た
者
は
，
本
部
（
教
務
課
）
に
申
し

出
る
こ
と
。
な
お
，
セ
ン
タ
ー
試
験
の
受
験
票
を
持
参
し
な
か
っ
た

者
は
，
試
験
終
了
後
，
監
督
者
か
ら
別
途
指
示
を
受
け
る
こ
と
。

柑
受
験
者
入
室
開
始
の
予
鈴
で
各
試
験
室
に
入
る
こ
と
。

桓
貴
重
品
は
身
に
つ
け
て
入
室
す
る
こ
と
。（
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
は

電
源
を
切
っ
て
お
く
こ
と
）
な
お
，
コ
ー
ト
，
ジ
ャ
ン
パ
ー
等
防
寒

着
は
着
用
し
て
よ
い
。

棺
第
一
鈴
で
試
験
を
開
始
す
る
。

款
第
二
鈴
で
試
験
を
終
了
し
，
監
督
者
が
解
答
用
紙
を
回
収
し
終
わ

る
ま

で
着

席
し

て
待

つ
。

そ
の

後
監

督
者

の
指

示
に

よ
り

静
か

に

退
室
す
る
こ
と
。

３
受
験
者
は
，
試
験
終
了
時
刻
（
第
二
鈴
）
ま
で
中
途
退
室
は
で
き
な

い
。
た
だ
し
，
や
む
を
得
な
い
理
由
で
退
室
を
希
望
す
る
者
は
，
手
を

挙
げ
て
監
督
者
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

４
遅
刻
者
は
，
試
験
開
始
後
30
分
ま
で
は
入
室
を
許
可
す
る
。

５
受
験
者
は
，
試
験
時
間
中
，
机
の
上
に
受
験
票
を
示
し
て
お
く
こ
と
。

６
解
答
用
紙
に
は
，
受
験
番
号
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

７
原
則
と
し
て
下
敷
の
使
用
は
許
可
し
な
い
。
た
だ
し
，
そ
の
必
要
が

あ
る
と
き
は
，
監
督
者
の
許
可
を
得
て
使
用
す
る
こ
と
。

８
受
験
票
の
ほ
か
に
試
験
時
間
中
，
机
の
上
に
置
け
る
も
の
は
，
鉛
筆

（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
），

消
し
ゴ
ム
，
定
規
，
コ
ン
パ
ス
，
鉛
筆

削
り
，
時
計
（
計
時
機
能
だ
け
の
も
の
），

眼
鏡
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の

所
持
品
は
，
名
前
を
つ
け
て
廊
下
の
机
の
上
に
置
く
こ
と
。

９
解
答
の
下
書
き
等
は
，
問
題
冊
子
の
余
白
を
利
用
す
る
こ
と
。

10
問
題
の
内
容
に
対
す
る
説
明
は
一
切
し
な
い
。
印
刷
に
不
明
な
箇
所

が
あ
る
と
き
は
，
手
を
挙
げ
て
監
督
者
に
申
し
出
る
こ
と
。

11
不
正
行
為
を
行
っ
た
場
合
は
，
監
督
者
が
直
ち
に
退
室
を
命
じ
，
本

年
度
の
受
験
資
格
を
取
り
消
す
。

12
試
験
時
間
中
の
用
便
は
，
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。
た
だ
し
，
や
む
を

得
な
い
場
合
は
，
手
を
挙
げ
て
監
督
者
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

13
当
日
，
身
体
の
具
合
が
悪
い
受
験
者
は
，
教
務
課
（
又
は
監
督
者
）

に
申
し
出
る
こ
と
。
ま
た
，
試
験
時
間
中
に
具
合
の
悪
く
な
っ
た
受
験

者
は
，
手
を
挙
げ
て
監
督
者
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

14
受
験
票
は
，
入
学
手
続
き
及
び
成
績
開
示
請
求
時
に
必
要
と
な
る
の

で
保
管
し
て
お
く
こ
と
。

（ 切 り は な さ な い こ と ）






